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目
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第

段

川
底
よ
り
生
ず
る
課
蹄
す
べ
き
所
得
の
続
問
(
斗
所
持
秘
の
町
叫
斗
尉
産
よ
り
生
ず
る
諸
白
所
得
主
所
得
揖
白
所
得
心
貨
幣
由
形
に
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け
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刊
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官
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狩
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X
U
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哨
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叶
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ず
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白
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仏
技
術
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術
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L
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論

費量

財
産
よ
り
生
ず
る
無
形
所
得
の
謀
務

第
二
十
七
巻

四
五

λ

第
四
都

} 

緒

侍
ふ
る
所
に
依
れ
ば
、
政
府
は
国
税
た
る
地
相
、
偉
業
状
盆
枕
を
地
方
に
委
譲
す
る
の
案
を
内
定
し
、
之
が
図

に
於
け
る
代
り
財
狐
正
し

τ、
財
産
に
闘
す
る
特
別
又
は
部
分
所
得
税
を
閥
枕
巾
に
新
設
す
る
計
主
を
立
て
、
着

々
調
査
の
歩
を
盗
め

τ居
る
ご
い
品
こ
己
で
あ
る
。
此
は
犬
の
附
税
の
地
方
委
譲
を
前
提

J

と
す
る
和
税
政
策
ご
し

て
は
一
案
た
る
を
失
は
ぬ
が
、
併
し
其
り
場
合
に
は
共

ω特
別
所
得
枕
に
於
げ
る
練
校
物
件
た
る
所
得
の
範
囲

は
.
自
ら
現
行
併
存
の
一
般
所
得
税
に
於
り
る
北
(
ご
同
一
己
な
る
の
可
能
性
が
最
大
ぃ
。
質
際
政
府
も
此
方
針
に

て
調
査
を
進
め
て
居
る
ら

L
ぃ
。
併
し
然
る
ど
き
に
は
北
(
現
行
所
得
税
の
所
得
の
範
囲
に
件
ふ
快
陥
が
共
治
的
に

増
長
せ
ら
れ
、
随
つ
て
は
金
量
直
接
税
に
於
り
る
不
公
平
を
培
長
す
る
こ
ご
ご
も
な
る
。
其
れ
に
さ
、
此
一
大
事

業

ω
一
生
・
た
る
地
租
及
管
業
牧
盆
枕

ω地
方
へ
の
委
譲
は
嘗
を
得
た
改
正
に
ご
し
て
も
、

少
〈
古
も
閥
枕
に
於
げ

る

rり
で
は
.
郎
も
此
事
業
の
一
生
・
は
改
善
た
る
能
は
宇
し

τ、
改
恐
に
ご
い
ム
こ
ご
に
な
る
。
共
は
甚
だ
遺
憾

な
こ
ご
で
ゐ
る
芭
忠
ふ
の
で
、
敢
て
比
企
補
正

L
た
し
ご
の
婆
心
か
ら
、
弦
に
此
文
を
作
っ
た
。

第
一
段

財
産
よ
り
生
ず
る
課
税
す
べ
き
所
得
の
範
固

私
は
現
行
所
得
税
に
於
げ
る
所
得
の
範
凶
を
土
盛
ご
し
て
特
別
倒
産
的
所
得
税
を
献
す
る
ご
き
に
、
自
ら
之
に



つ
E
て
池
山
附
を
生
予
る
こ
E
あ
る
べ
き
を
指
摘
す
る
斜
め
に
、
財
産
よ
h
生
す
る
こ
ご
ゐ
る
べ
き
凡
ぺ

τの
所
得

を
血
中
げ
ゃ
う
ご
山
川
ふ
。
そ
し
て
共
に
は
先
つ
以
工
所
得
枕
に
於
て
謀
枕
す
ぺ
量
所
得
り
本
来
如
何
な
る
も

ωか
古

hw

ム
・
て
と
か
ら
し

t
設
か
う
ご
忠
ふ
。

い(ー)
事JiI1
fl 1¥主
主じ 相t
I'L，) U) 

に所
説得

ヵz
f己I
で
ゐ
る
カお

っ

て
は

利
払
は
飢
に
詳
し
き
説
明
を
し
た
噌
』
ピ
が
ゐ
る
か
ら
、

詳

L

抜
に
は
唯
に
共
に
於
り
る
飾
品
山
付
鮎

rり
を
暴
げ
や
，
フ
。
'
勿
論
彼
の
文
章
仁
J1
も一市

L
K
や

，フこ、

ー

l

之
仁
っ
き
て
は
古
来
、
E

幾
多
臭
っ
た
見
仰
が
山
JL
未

r腕
一
し
た
ど
い
へ
す
、
ヌ
之
が
原
則
的
の
決
定
は

何
れ
に
か
定
ま
っ
た
ご
し
て
も
、
儲

τ之
を
質
際
に
就
き
、
筒
々
の
物
に
嘗
て
彼
め
て
定
め
る
こ
ご
に
な
る
ご
‘

幾
多

ω六
っ
か
し
き
問
題
に
打
突
が
る
こ
ご
ご
な
り
、
結
局
、
原
則
上
の
決
定
其
位
を
行
ふ
ぜ
い
ふ
一
」
芭
は
山
系

+
、
技
術
上

ω抱
奇
を
考
証

L
て
多
少
の
越
形
ど
し
な
く

τは
な
ら
ぬ
噌
戸
正
仁
な
る

ωだ
が
、
兎
に
角
、
原
則
的

に
は
む

L
ろ
V

ヤ
Y

ヅ
見
解
に
依
る
べ
き
も

ω
、
ゃ
う
で
ゐ

h
、
叉
寅
際
の
立
法
も
之
に
近
づ
〈
も

ω
、
如
〈
で

あ
る
(
尚
一
)
。
共
の
シ
ャ
ン
ッ
見
解
ご
は
何
ん
な
も
の
か
古
い
へ
ば
、
或
は
彼
の
を
少
し
〈
趣
形
し
た
所
で
は
、
少

(
己
も
原
則
上
回

所
得
己
い
へ
ば
、

或
人
格
者
に
於
け
る
一
定
期
間
(
叉
は
一
課
税
年
)
内
的
純
酬
明
品
川
崎
加
ピ

L
K

ら
良
い
(
註
ニ
)
O

詳
し
〈

ν
へ
ば
或
人
格
者
に
於
り
る
一
定
期
内

ω純
則
産
増
傾
Z
之
に
流
入
す
る
人
的
給
付
及
財

物
利
用
ピ
の
合
計
ピ
い
ふ
の
で
あ
る
。
勿
論
此
に
て
所
得
の
生
産
投
又
は
牧
得
費
は
除
か
れ
る
が
、
家
事
上
の
投

周
は
除
か
ぬ
の
が
通
例
で
あ
る
(
詰
=
一
)
O

凡
べ
て
貨
僻
償
低
仁
よ
り
て
計
算
せ
ら
る
る
が
、
併
L
貨
僻
に
於
り
る
所

え満

議

山
川
庄
主
リ
生
ず
る
加
畑
、
形
印
刷
得
由
説
枕

第
四
脱

第
二
十
七
谷

四
五
九
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E骨

議

協
同
暁

四

第
二
十
七
巻

回
大

O

財
産
よ
り
止
干
る
融
形
所
得
。
謀
祇

得
の
み
で
な
〈
、
貨
物
に
於
け
る
其
も
、
真
に
は
人
的
給
付
に
於
け
る
共
も
、
財
物
利
用
に
於
け
る
其
も
合
む
古

せ
ら
れ
、
凡
べ
て
貨
鰐
以
外

ω形
に
て
入
る
も
の
は
之
を
計
算
す
る
こ

Z
が
技
術
上
、

十
分

に
之
を
計
算
す
る
唱
三
己
が
出
来
す
、
同
等
の
も
の
に
て
戒
も
の
を
所
得
正
し
他
の
も

ωを
所
得
ご
せ
中
古
い
ふ
の

む
つ
か
し
い

ω
で
.

で
多
少
の
不
必
一
中
を
品
目
れ
ぬ
の
が
地
H

過
で
あ
る
け
れ
Y
」
も
、
技
術
上
許
さ
る
る
ど
け
に
於
て
出
来
る
に
け
康
く
貨

情
的
価
恨
低
ゐ
る
貨
幣
以
外
の
も
の
を
も
計
算
す
る
所
で
あ
る
(
匙
凹
)
O

斯
く
て
理
論
上
・
原
則
上
に
は
可
な
り
臨
聞
く

色
々
の
有
償
物
を
計
算
す
べ
き
も
の
ご
す
る
り
れ
ど
も
、
賞
際
に
は
矢
張

h
貨
情
的
の
所
得
、

、
t
、

L
I
 む
し
ろ
、

財
産
増
慣
が
課
税
上
の
所
得
り
中
心
ご
な
り
、
其
他
の
元
来
は
金
値
上
、

ほ
ん
の
附
け
た
り
の
も
の
さ
な
る
の

で
.
所
得
税
は
段
々
進
化
し
て
財
産
増
償
税
に
移
り
は
せ
旧
制
か
ご
い
ふ
想
像
を
す
る
人
さ
へ
わ
る
ほ
ど
で
め
'
る

(
註
五
)
。

睦

印
ち
一
九
二
O
年
心
掛
誕
所
相
続
訟
は
所
符
意
義
に
つ
き
シ
ャ
ン
ツ
見
解
を
探
そ

一
経
済
期
内
の
純
財
産
附
加
と
侃
し
、
凡
べ
て
の
穂

類

ω
一
間
的
位
入
も
此
に
合
む
と
し
た
。
併
し
既
に
一
九
二

4

年
に
は
乙
に
例
外
を
作
る
こ
と
と
な
切
、
一
九
二
宜
年
法
に
て
は
一
層
之
よ
"
跡

2
 

る
る
乙
と
と
な
り
た
。
で
来

r
シ
ャ
ン
ツ
見
解
出
会
抽
勝
利
E
占
め
た
と
は
い
へ
ぬ
が
、
之
に
依
る
の
傾
曲
一
曲
〈
な
っ
た
と
は
い
へ
る
。

2
 

此
は
私
Mm
試
か
に
言
哉
は
し
て
見
た
の
て
あ
り
、
其
れ
て
耐
確
に
言
義
H
せ
た
と
は
い
ひ
栽
由
る
が
、
併
し
所
語
、
所
得
。
鞄
悶
は
賀
際

(
健
二
)

立
誌
に
て
は
技
術
ょ
の
刷
係
か
ら
し
て
原
則
ょ
の
標
準
正
英
ら
な
〈
て
な
ら
ぬ
こ
と
と
も
な
る
白
だ
か
ら
、
原
則
上
。
椋
単
主
し
て
大
櫨
白
H
安

を
示
L
、
大
綱
を
担
る
も

ω
て
満
足
し
梓
句
。
比
見
地
か
ら
、
比
れ
で
も
辛
枠
L
得
る
で
あ
ら
う
。
併
し
詳
し
〈
い
ふ
て
純
財
此
哨
倒
、
人
的
給

4
 

付
、
助
物
利
用
ま
で
も
列
離
し
で
も
良
い
。
比
れ
と
℃
共
事
由
凡
べ
て
の
も
り
が
貨
際
に
課
積
す
べ
き
所
得
と
せ
ら
る
る
の
で
な
〈
、
草
に
其
等

;Eheberg， _Gru~_c!riss ße~ FW._3 & 4 Au刊 S. 108-109・Lion，Der Ein-
kommei1sbegri町田chdem nllam.5teuerred】tund die Sch呂田町he Ein 
kom旧~n~n~e~r}_e. lF回 tgabef. G目 Schall2:.11.) 5. 273-274 
捌着、財政事聾直 z63・
Schat】z，Der Einkommensbegriff ulld die EinkolUIllensteuergesetze. (Fi 

2) 



の
中
に
で
技
術
上
出
捕
る
だ
け
の
も
の
を
越
む
に
止
ま
る
。

向
ほ
捌
著
組
柑
研
先
第
一
巻
中
に
摘
げ
な
か
っ
た
も
白
て
、
之
に
泣
い
も
の
を
卑
げ
る
と
、
例
之
、
ペ
ヲ
ア
エ
ル
デ
ユ
は
、
税
措
上
の
立
脚
聞

か
ら
し
て
所
得
と
は
、
白
山
嘩
分
に
立
ヲ
所
の
倒
値
柑
加
だ
と
儒
L
、
ジ
晶
ン
セ
ン
も
、
常
識
財
政
期
内
に
於
て
或
人
目
翻
済
上
自
力
に
於
け
る

純
附
加
翻
白
貨
幣
倒
偵
だ
a
d
錦

L
、
ハ
u
t

タ
ー
は
、
投
下
茸
本
を
共
催
に
保
持
す
る
に
十
分
な
る
以
よ
白
制
と
鎚
L
、
セ
リ
グ
マ
シ
は
、
・
股
椅
に

一
定
期
内
に
流
入
し
て
消
費
内
目
的
自
錦
め
に
持
主
山
車
分
に
属

L
、
其
を
前
提
し
て
も
北
費
本
を
傷
け

〉5
 

ら
れ
ざ
る
部
分
山
首
を
一
市
ナ
。
併
し
此
の
如
き
精
密
さ
は
、
明
酎
砥
の
目
的
白
掠
め
に
は
注
せ
ら
る
る
ζ

と
は
山
高
な
い
と
い
ふ
て
居
る
。

い
ふ
て
資
本
と
割
問
し
て
の
所
得
は
、

{
位
三
)
チ
ス
カ
は
、
義
務
省
及
其
家
族
民
白
血
市
維
持
費
は
山
古
川
と
し

E
佐
陪
す
べ
骨
も
の
で
な
い
と
い
ひ
、

P
J
2
4
も
、
生
活
維
持
裂
の
文
山

ι上
り
て
別
得

F

冊
減
沙
し
た
い
と
V

ふ
乙
と
に
就
き
凡
べ
て
の
立
法
及
腕
制
定
義
が
一
致
す
と
泊

L
、
ピ
グ
ー
は
、
何
蕗
に
で
も
課
枯
上
白
目
的

白
泊
め
に
は
、
即
時
白
得
ら
る
る
行
事
足
一
位
設
備
と
直
接
及
特
別
の
挫
鮎
に
於
て
生
ず
る
費
加
の
み
が
費
用
と
し
甲
山
計
算
さ
る
る
こ
と
に
一
致
す

。

と
お
L
、
ジ
エ
ン
セ
シ
も
、
所
得
巾
に
は
、
生
前
貨
の
如
き
人
的
満
足
の
勉
め
に
用
ゐ
ら
る
る
附
加
山
別
配
合
む
と
す
。

縄
地
所
叫
積
出
に
て
は
家
事
上

ω
抗
川
を
佐
除
せ
ざ
る
ζ

と
の
明
文
が
あ
り
、
米
間
訟
に
て
も
之
を
控
除
し
な
い
。
英
闘
訟
で
も
釦
諭
引
か
な

U‘ 。
(
註
岡
)

ピ
グ
は
、
枇
砥
官
。
鍋
ま
う
と
い
ふ
所
得
は
.
民
貨
の
所
得
、
印
ち
財
及
勤
務
白
械
れ
と
し
て
幸
へ
ら
る
る
所
得
だ
と
錦
L
、
リ
シ
ダ

ー
ル
色
、
貨
物
所
得
川
筒
人
自
給
付
能
力
走
両
め
る
。
隠
っ
て
原
川
上
は
金
〈
、
純
精
な
る
貨
曲
市
所
抑
止
市
内

L
f課
税
さ
る
べ
き
も
り
だ
と
hr

ふ
。
川
正
に
コ
ン
ス
タ
ム
日
、
所
得
柚

U
H
的

ω泊
め
に
は
、
同
問
符
は
貨
M
W
と
品
開
へ
ら
る
る
を
得
る
或
も
白

f
は
な
(
て
叫
な
、
む
な
い
。
単
な
る
特

帥
畑
山
如
奇
は
之
を
必
く
る
人
に
と
り
で
は
一
白
仰
似
て
あ
ら
も
つ
が
其
所
得
由
一
部
て
は
な
い
と
l
u
U
、
前
ほ
此
静
白
附
冊
を
最
詳
し
〈
言
衣
は
し

た
心
は
、
換
問
所
作
紐
法
て
、
之
に
依
る
と
、
所
得
と
は
、
貨
幣
1
A
貨
郁
倒
仙
に
て
存
主
す
る
#
飽
由
粗
U
M
義
務
唱
の
凡
べ
て
山
肱
入
で
あ
ヲ

て
、
共
に
白
布
家
起
の
什
町
肘
又
は
井
他
心
自
由
性
肺
川
町
家
賃
、
杭
に
自
己
の
料
消
及
自
己
白
骨
梨
川
南
物
て
&
ワ
て
白
己
的
家
計
に
で
泊
究
ざ
る

9
 

る
も
由

ω
伺
値
、
並
に
共
他
凡
ペ
て
組
軸
義
務
省
戸
沈
入
す
る
貨
物
俳
人
を
加
へ
た
も

ω
・
と
す
る
。

{
匪
五
)

モ
ル
は
、
所
得
砧
は
段

AHa、
財
産
噌
備
の
一
般
謀
甜
止
な
り
づ
う
あ
る
。
そ
し
て
共
制
完
を
、

一
定
時
需
に
靴
定
す
吾
朗
自
財
産
税

A

諭

設

第
ニ
十
七
巻

四
プξ

第
阿
蹴

ヨま

則
位
よ
り
佐
ず
る
無
形
所
持
の
観
枇

~anz ~rC11iv. !3 Jg. 1.) s. ~3・却l著、租紐研究〕袋、 146 大巻、 )'2-730
Bela foldes. Fv:..:_ 2 Aufl. 368. ]ense!1. P. f. p. 350. Hunter. P. f. p. 
279， _Seligman. Th~ income tax_. 2 ed. p. }9・
'tyszka. Fw. 2 Aufl. S. J29. Li?n. a. a. O~ S・!9J. Pigou. A study in 
public日nance.p. 1∞ Jen-sen， 1. c. p.: 350 

5) 

6) 



財
産
よ
り
生
ず
る
鍋
形
所
得
円
謀
租

相
四
四
輪
に
瓦
山
す
と
hr

ム
て
居
る
。

第
二
十
七
番

論

議

回
大

第
四
棋

プさ

二
財
産
よ
b
生
す
る
請
の
所
得
ご
所
得
税

ω所
得
|
|
財
産
よ

h
生
守
る
所
得
の
種
類
は
多
い
。
今
之
を
列
悲
し

て
、
業
等
が
所
得
枕

ω所
得
t
し一
1
何
う
取
扱
は
れ
て
居
る
か
、
又
如
何
に
取
扱
は
る
べ
き
か
を
考
へ
て
見
る
。

A
貨
幣

ω形
に
於
け
る
所
得
|
|
財
産
よ
り
生
宇
る
所
得
は
今
日
の
貨
幣
及
信
用
経
済
時
代
に
は
、
貨
価
貯
又
は

貨
幣
的
方
便
、
卸
も
狭
義
の
貨
幣
又
は
之
に
準
じ
て
支
抑
方
似
ご
し
て
認
め
ら
る
る
小
切
手
な
ど
に
よ
h
て
入
る

の
が
最
普
通
で
ゐ
る
o

例
之
、
人
が
其
持
つ
所
の
則
産
仁
っ
き
所
得
を
攻
め
る
の
に
は
、
刺
子
正
い
ひ
、
刺
盆
配

蛍
ご
い
ひ
、
地
代
ご
い
ひ
、
家
賃
ご
い
ひ
、
貸
賃
ご
い
ひ
、
産
物
の
質
上
金
正
い
ひ
、
凡
ぺ
て
貨
幣
的
方
便
で
股
得

し
、
少
〈
ご
も
共
等
の
も
ω
M
r
彼
の
帳
簿
上
に
金
銭
上
の
名
義
に
よ
b
所
得
己
し
て
現
は
れ
る
の
が
例
で
あ
る
。

管
業
貸
借
の
行
は
る
る
場
合
の
如
、
さ
・
小
切
手
す
ら
も
が
牧
め
ら
れ
な
い
こ
ど
も
ゐ
り
得
る
。
単
な
る
帳
簿
上
の

入
金

ωみ
に
て
所
得
が
現
は
れ
る
こ
ご
さ
へ
も
考
へ
ら
れ
る
。
兎
に
角
、
入
金
関
係
が
指
示
苫
れ
る
な
ら
ば
、

凡
ぺ
て
北
(
は
金
銭
上
り
所
得
に
準
じ
L

扱
っ
て
良
い
。
党
(
蕗
で
間
々
、
所
調
、
末
牧
入
な
る
、
債
権
ご
し
て
存
す

る
も
の
で
も
一
服
、
所
得
に
計
算
す
べ
き
も
の
正
な

h
S
5、
又
腕
に
一
旦
・
或
人
の
牧
入
ご
な
り
、
特
に
其
が

伎
に
此
が
単
な
る
財
産
だ
Z
し
て
所
得
か
ら
徐
外
さ
る
べ
き
で
は
な
ぐ
、

金
銭
上

ω形
に

τ入
り
た
る
も
の
が
、
よ
し
直
ち
に
質
物
に
代
へ
て
保
留
吉
品
、
こ
吉
、
な
っ
て
も
、
其
ゐ
る
が

一
日
一
枚
め
ら
れ
た
る
蕗
を
抑
さ
へ
て
所

得
ご
し
て
扱
ふ
べ
き
も
の
己
す
る
(
誌
七
)
。
比

ω如
〈
此
食
修
所
得
に
つ
い
て
も
泊
則
上
、
多
少
考
慮
す
べ
き
も
の

，8 Tyszka， a. a. Q. S. 202， Eheberg. Grundriss. S. I09. Derselbe. Fw 
&' 19 Aufl. S. 3?;: 
HoL(nes， Federal in-come tax. 6 ed. p. 895 同
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221. l<on引勾111.. A treatl日 unlhe law of income tax. 3 cd. p. 1. Klein 
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は
ゐ
る
が
、
大
館
、
所
得
ご
し
て
は
最
明
瞭
な
色
の
で
、
聞
宇
説
は
勿
論
、
税
法
に
て
も
之
を
所
得
ご
し
て
扱
ム
ニ

ご
に
一
致
L
、
間
々
此
の
み
に
満
足

L
、
之
が
捕
捉
に
偏
重
す
る
は
ど
で
あ
る
(
誌
と
。

(
腔
穴
)
)
我
凶
由
行
政
裁
列
例
に
て
は
、
第
一
碕
所
何
枕
に
於
け
る
所
柑
算
定
に
制
す
る
総
益
金
中
に
位
、
京
欣
八
の
備
陣
倒
制
も
算
入
す
ペ
き
も

の
と
す
(
文
正
九
年
第
七
十
四
班
、
同
年
七
月
二
十
日
第
一
一
一
部
宣
告
)

(
腔
七
)

モ
ル
は
之
に
つ
き
偶
一
寓
し
て
、
蝿
岨
間
者
計
其
蹴
品
業
年
度
中
、
二
千
回
克
だ
け
歯
科
川
山
金
を
貝
ひ

H
つ
代
倒
干
支
捌
づ
た
と
し
て
、
共
金

を
ま
だ
利
用
凡
で
居
ら
ぬ
か
ら
と
い
ふ
て
、
其
れ
だ
け
を
、
共
の
租
柚
義
務
あ
る
瞥
業
所
得
の
計
算
か
ら
除
外
す
る
と
い
ふ
こ
と
は
山
端
な
い
と

2
 

い
ふ
て
日
出
る
。

(
註
八
)

一
般
に
牧
暗
官
は
賦
謀
。
物
悼
と
し
て
、
文
僻
所
得
に
で
満
足
す
る
と
い
ふ
て
肘
る
“

ぜ
グ
ー
は
、

何
貨
物
所
得
1
1財
産
よ
ム
リ
生
す
る
所
得
が
必
宇
し
も
貨
融
市
所
得
の
み
で
は
な
い
。
今
日
の
経
済
時
代
に
て

も
、
術
ほ
・
民
物
所
得
た
る
司
』
正
が
ゐ
ム
リ
得
る
。
戒
は
其
財
産
を
他
人
を
し
て
利
用
せ
し
め
て
貸
賃
を
取
る
ぜ
し
て

も
、
業
賃
料
が
一
部
金
銭
に

τ抑
は
れ
、
他
都
は
北
九
枚
穫

ω質
物
(
例
之
・
米
)
に
て
梯
は
れ
又
は
勤
労
(
幾
日
分

の
働
き
)

仁
て
抑
は
れ
、
又
は
其
物
に
つ
き
貸
主
に
一
定
方
法
に
依
る
使
用
を
許
す
ご
い
ふ
や
う
な
方
法
に
て
現

は
れ
る
こ
ど
が
め

h
、
更
に
或
は
一
部

ω金
銭
上
の
支
梯
合
伴
は
十
、
会
〈
貨
物
の
み
に
て
抑
は
晶
、
こ
ぜ
が
ゐ

り
得
る
。
共
れ
か
ら
株
式
を
有
つ
者
が
配
蛍
金
の
外
に
、
子
株
の
無
料
交
付
を
受
〈
る
-
』
ご
が
あ
る
o

其
金
銭
上

の
支
一
抑
だ
り
に
つ
い
て
は
前
に
刊
に
い
ふ
通
h
で
、
所
得
正
;
、
に
於
て
守
な
い
が
、
右
の
如
き
貨
物
に
て
給

付
古
る
、
分
は
何
う
か
古
い
ふ

E
、
此
も
技
術
上
、
貨
幣
腐
値
に
見
積
る
こ
己
は
出
来
る
し
、
捕
捉
す
る
こ
ど
も

論

議

財
産
よ
り
生
ず
る
無
形
所
得
白
鵠
紙

第
二
十
七
巷

四
プす

第
四
揖

士

wachter， Fw. S. 184 
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前

議

財
産
Z
B生
ず
る
無
形
所
得
。
謀
枕

第
二
十
七
容

回
大
岡

第
四
腕

λ 

出
来
る
か
ら
、
所
得
税
の
所
得
正
す
べ
き
も
の
芭
す
る
(
註
九
)
0

或
は
財
産
を
茶
所
宥
者
が
利
用
す
る
に
就
い
て
、

上

ω如
〈
他
人
に
賃
貸
せ
今
、
自
ら
之
を
所
持
し
て
、
多
少
の
努
力
を
加
へ
て
直
接
其
財
産
か
ら
所
得
を
拳
ぐ
る

こ
己
が
ゐ
る
。
比
場
合
に
は
其
努
力
分
子
が
多
〈
な
る
ご
、
む
し
ん
陣
営
業
所
得
正
す
べ
き
こ
正
仁
も
な
る
が
、
英

笹
業
所
得
に
於
け
る
入
力
分
子
の
多
少
は
、
管
業
じ
よ
り

τ千
差
高
別
で
、
其
の
人
的
分
子
の
少
量
も
の
、
、
如
き

は
、
殆
ど
財
産
所
締
Z
異
ら
泊
百
も
見
ら
晶
、
の
で
あ
る
。
又
車
な
る
財
産
所
得
Z
い
は
る
、
も
の
で
も
倫
且
つ

多
少
の
人
カ
は
其
に
加
は
る
所
で
あ
る
(
陸
一
O
)
。
何
れ
に
せ
よ
主
正
し
て
財
産
か
ら
生
守
る
直
接
の
所
得
に
は
賞

物
所
得
が
少
く
な
い
。
そ
し

τ其
を
持
主
が
結
局
.
凡
べ

τ寅
却
す
れ
ば
其
代
金
が
茶
所
得
Z
な
・
り
、
其
は
前
の

A
に
い
ふ
所
の
も
の
に
従
ふ
べ
き
で
あ
る
。
其
場
令
、
共
呆
質
た
る
べ
吉
物
ご
一
緒
仁
財
産
を
頁
却
し
た
る
が
如

き
場
合
に
も
、
少
〈
ご
も
呆
質
の
代
金
に
嘗
る
も
の
H
h

け
は
所
得
正
し
て
課
税
し
な
〈

τは
遁
脱
さ
れ
て

L
ま
ふ

か
ら
、
之
を
所
得
ご
し
て
扱
ム
の
は
嘗
然
で
あ
り
(
陸
一
三
、
叉
此
は
或
度
ま
で
技
術
上
も
行
は
れ
得
る
。
尤
も
小

い
も
の
は
見
落
さ
る
る
の
外
な
か
ら
う
。
併
し
又
持
去
が
其
貨
物
所
得
を
永
〈
留
保
し
て
頁
ら
宇
に
持
っ
て
居
毛

こ
己
が
あ
る
ο

然
る
ご
き
に
は
此
が
換
貨
き
れ
ぬ
か
ら
ご
い
ふ

τ所
得
か
ら
逃
し
て
は
不
公
一
中
に
な
る
。
此
は
蛍

然
、
市
街
に
見
積
っ
て
所
得
正
し
て
扱
ふ
べ
き
で
あ
る
。
或
は
叉
彼
が
之
を
金
銭
に
玉
員
却
し
な
い
で
、
他
の
質

物
言
交
換
す
る
こ
己
が
あ
る
。
此
場
令
其
が
貰
却
で
な
い
か
ら
ご
い
ふ
て
所
得
己
し
な
い
で
は
遺
脱
の
途
を
閲
〈

こ
ご
に
も
な
る
か
ら
、
此
も
頁
却
に
準
じ
て
所
得
を
見
積
b
課
税
す
べ
き
も
の
Z
す
る
喜
一
二
)
O

夏
に
持
主
が
共



質
物
所
得

ω
一
部
又
は
全
部
を
自
家
用
消
費
に
嘗
る
こ
ご
が
あ
る
。
此
も
家
計
上
の
費
用
を
控
除
せ
宇
古
い
ふ
事

を
原
則
ご
す
る
以
上
は
、
所
得
か
ら
見
逃
す
べ
き
で
は
な
(
、

一
定
傑
準
に
よ
h
相
蛍
見
積
を
行
ふ
て
所
得
ピ
し

て
計
算
す
べ
き
も

ω
Zす
る
(
健
二
ニ
)
O

斯
〈
質
物
所
得
も
如
何
な
る
形
を
以
て
現
は
る
る
に
せ
よ
、
出
来
品
だ
り

所
得
仁
計
算
す
べ
き
も
の
で
め
る
。
け
れ
ど
も
‘
賞
際
の
課
税
技
術
上
、
貨
修
所
得
ほ
ど
に
精
密
己
い
ふ
こ
ピ
は

由
来
す
、
不
揃
足

ωも
の
で
は
あ
る
。
り
れ

E
も
裳
は
課
税
事
件
に
は
許
さ
る
べ
き
こ

εで
・
之
を
行
ふ
の
は
、

行
は
泊
に
比

L
て
一
居
公
卒
に
遮
ひ
、
課
税
上
の
要
求
に
廊
じ
得
る
。

株
由
形
に
て
株
正
に
奥
へ
ら
る
る
も
由
主
所
耐
と
す
aへ
き
こ
と
は
私
自
守
て
詑
い
た
所
て
あ
る
。
禍
迎
。
一
九
二
五
年
の
所
持
祉
法
に
於

て
資
本
mm持
中
に
は
、
配
館
内
外
に
、
共
同
盟
川
市
た
る
紙
料
に
て
交
刊
さ
る
る
株
が
所
得
と
せ
ら
れ
、
土
地
睦
物
の
賃
貸
所
得
と
し
て
は
、
小
作
料

賃
貸
料

ω井
、
貸
主
の
利
盆
に
於
て
借
手
自
義
務
止
な
る
防
白
貨
物
又
は
持
他
。
副
給
付
、
並
に
貸
主
に
留
岨
附
さ
れ
た
る
利
川
を
計
算
す
る
。
畳

間
訟
に
で
も
、
崖
物
由
形
に
於
け
る
レ
シ
ト
封
印
m
蝉
中
に
合
ま
る
べ
き
も
貯
と
錫
し
、
英
図
怯
に
て
は
、
同
一
地
所
得
由
説
噂
と
な
る
年
倒
値
は
司

同
一
物
百
貨
さ
れ
た
場
合
の
年
地
代
と
解
せ
ら
れ
、
自
ら
貨
物
地
代
も
貨
幣
に
評
定
さ
れ
る
と
と
と
な
る
。

〔
盤
丸
}

内
シ
タ
ー
は
、
専
ら
財
産
の
か
か
b
生
ず
る
や
う
に
且
ゆ
る
所
得
出
、
多
少
人
的
情
動
に
属
す
る
こ
と
は
あ
ら
う
と
詰
恕
し
て
居
る
“

(
註
一
一
)
我
凶
行
政
裁
判
例
に
、
山
林
所
得
は
土
地
と
共
に
貰
却
し
た
る
場
合
に
も
、
立
木
の
所
得
、
と
解
さ
る
4

き
も
曲
、
と
す
や
。
山
林
所
得
白

算
定
は
、
山
林
誕
却
代
金
中
、
立
本
の
代
金
に
相
前
す
る
金
制
か
ら
、
立
木
に
闘
す
る

ι援
組
費
量
控
除
し
て
之
を
掃
す
べ
き
も
の
と
す
る
と
あ

仁川

(
4官
一
一
弦
立
ト
糊
一
一
献
一
群
)
此
は
山
林
に
闘
す
る
の
だ
が
、
他
の
例
を
陶
官
、
る
と
、
株
主
骨
ワ
者
世
間
前
期
直
前
に
之
を
事
ー
し

た
白
と
す
れ
ば
、
共
代
金
中
に
は
、
元
本
倒

ω
井
に
、
貨
は
配
官
金
の
一
大
部
が
錨
づ
て
陪
る
。
だ
か
ら
椅
宥
に
い
ふ
と
、
共
配
品
川
に
棋
る
も
の
だ

け
を
其
人
の
所
得
に
集
計

L
百
{
て
は
な
ら
由
討
、
質
際
共
ん
な
こ
去
は
し
て
居
ら
自
で
あ
ら
う
。

(
位
一
白
)

論

接

副
産
よ
り
生
ず
る
無
形
所
得
白
課
税

第
二
十
七
巻

四
六
五

第
四
扱

iL 

捌著、租祝研究、六省、 90-91S~utz ， _ ~anC!.buch de~" ~eich55!E uerr~ch t. ) 
Aufl. s. 343田 ~pl.-El-íeberg ， Grundris5. S. 114・Eheberg，Fw. S. 30f王
Holmes， 1. .c. p. 767' KOsstam， 1. c. p・3・
Hunter， 1. c. p・JOO.
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論

議

対
産
よ
り
止

f
る
無
形
所
得
白
課
税

第
二
十
七
巻

第
四
披

司-、-、

m
Eノ
J'

。

(
陸
士
一
)

我
行
政
裁
判
例
に
も
、
山
林
自
立
本
を
他
物
と
~
一
世
換
し
た
る
場
合
に
も
、
所
引
刊
に
計
算
す
ベ
キ
も
?
と
す
る
。
山
林
は
咋
泊
、
北
立
本

の
h

出
分
に
依
る
牝
盆
を
目
的
と
す
る
も
の
だ
か
、
b
、
既
に
共
立
本
を
凪
分
ナ
る

M
よ
、
其
方
怯
が
宮
口
に
訓
ざ
る
を
州
山
ご

L
て
、
之
を
臨
時
山

収
入
と
し
て
、
課
税
外
山
所
得
と
す
4

き
も
心
て
な
い
と
あ
る
(
明
治
山
十
一
ニ
年
部
百
八
十
四
説
、
四
十
五
年
同
月
寸
大
日
晶
一
二
部
宜
告
vu

(
駐
-
三
)

リ
ン
〆
l
ル
位
、
質
出
聞
に
重
山
世
な
る
貨
物
所
伴
は
、
筒
人
山
自
身
白
岱
利
行
活
か
b
其
家
計
に
協
す
る
産
物
だ
と
幼
し
、
フ
イ
ス
チ
ン

グ
は
、
組
消
上
。
既
得
訟
義
に
依
れ
ば
、
自
家
消
費
に
よ
る
成
物

ω
利
川
も
、
貰
却
に
依
る
刑
川
と
荷
し

t
、
牝
益
、
随
っ
て
所
叫
を
俳
成
す
と

錨
L
、
ベ
ラ
フ
品
ル
ヂ
ス
は
、
針
際
立
法
に
於
て
到
る
島

ι、
車
両
者
か
ら
生
産
さ
れ
且
つ
彼
及
共
謀
族
か
ら
一
消
費
せ
ら
る
込
成
物
が
所
得
に
計

曲
師
護
者

A
小
工
業
者
に
於
て
、
家
計
内
て
消
費
さ
る

h
t
'
山
政
物
出
所
叫
か
ら
除
か
れ
な

い
こ
と
を
規
比
す
と
い
ひ
、

ρ
y
タ
ー
も
、
良
夫
が
自
己
申
前
提
拘
を
生
産
す
る
と
き
に
も
、
血
等
山
物
か
ら
賃
借
収
入
を
畳
{
る
人
と
同
丈
け

の
字
架
を
受
〈
る
の
だ
と
い
ふ
叫
英
同
誌
で
は
其
原
川
よ
、
憤
然
に
比
四
如
き
も
白
を
も
所
得
と
す
る
こ
と
L

な
る
が
、
掲
誕
所
得
枕
に
で
も
之

を
所
仰
と

L
て
計
鈍
す
る
。
陛
が
地
闘
で
は
陸
夫
の
彼
自
身
及
家
族
に
よ
り
て
消
費
さ
れ
た
削
産
物
の
倒
怖
を
所
仰
と

L
て
中
告
す
る
に
及
ば
ず

と
L
て
舟
る
。

算
せ
り
る
誌
と
い
ひ
、
ロ
ツ
ツ
位
、
立
法
者
は
祖
例

c無
形
所
得

1
l財
躍
よ
り
生
十
る
所
得
は
以
上
の
外
.
無
形
所
得
に
て
も
め
り
得
品
。
共
は
一
此
に
或
は
物

ω

，a
・、

使
用
叉
は
享
制
捜
痕
備
で
あ
h
・
或
は
物
の
増
加
傾
俗
で
あ
り
得
る
。

い
使
用
又
は
享
楽
街
倣
|
|
人
が
業
財
産
を
他
人
を
し
て
使
用
せ
し
む
れ
ば
、
貨
幣
所
得
か
又
は
質
物
所
得

か
が
其
か
ら
生
す
る
。
主
(
は
前
に
い
ふ
遁
h
で
所
得
税
の
所
得
ご
古
る
ぺ
き
こ
ご
い
ふ
を
待
た
ぬ
。
彼
が
併
し
之

を
白
ら
使
用
し
又
は
利
用
す
る
ヨ
』
ご
が
ゐ
っ
て
、
其
hr
ら
し
て
質
物
の
生
十
る
-
』
ど
が
あ
り
得
品
。
共
場
合
も
前

に
い
ふ
た
如
く
に
し
て
所
得
正
芸
品
、
。
然
る
に
持
主
が
某
を
自
ら
利
用
L
、
併
し
之
よ
り
し
て
何
等
有
形
所
得

野常、前山、 254'・256
Undaili: a. a. .0.-223. Fuisting， Grundzuge der SteuerIehre. S. II3. pela 
Fblcles. a. a. O. s. 370. Lotz， F'w目 S.448. HUlller， l. 1;. p. 301 拙省、
租税附究、六番目5-86
Tyszka， a目 a-:-0.-S. 202. Eheberg， Fw. S・307・Holmes，1. c. p. 140目
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を
血
中
げ
ぬ
こ
Z
が
め
る
。
即
ち
之
を
単
に
使
用
し
叉
は
享
楽
す
る
こ
ピ
が
あ
る
。
例
之
、
家
の
持
主
が
自
ら
共
れ

じ
住

F

フ
。
土
地

ω持
主
が
庭
闘
を
作
っ
て
其
草
花
を
楽
む
。
骨
董
品
を
持
っ
て
柴
h
U
Q

共
仙
‘
家
具
家
則
同
書
な

い
と
で
も
、
持
主
は
之
が
使
用
に
よ
り
叉
は
少
〈
正
も
之
が
所
持
に
よ
h
て
何
も
の
か
無
形
の
享
幾
を
受
け
る
。
精

密
に
い
ふ
己
此
等

ω物
の
使
用
又
は
享
臨
調
債
低
も
彼
の
一
の
所
得
で
あ
っ
て
、
此
等
の
物
を
他
人
に
貸
し
た
記
す

れ
ば
牧

U
ぺ
き
貸
料
に
営
る
所
得
ゐ
b
ご
L
て
課
税
す
る

ωが
至
賞
で
ゐ
る
(
此
山
)

併
L
質
際
に
は
之
等
の
物

の
凡
ぺ
て
に
就
き
一
工
之
を
計
算
す
る
二
ご
は
難
〈
、
結
局
、
特
に
自
有
家
屋
の
住
居
家
賃
仁
古
る
も
の
だ
り
を
謀

税
す
べ
き
所
得
正
す
る
こ
ご
、
な
る
(
詰
ご
と
o

そ
し
て
何
故
に
此
等
的
も
の
、
、
中
に
て
、
住
居
以
外
の
使
用
慣
値

又
は
享
幾
倒
値
を
計
算
的
外
に
置
〈
か
に
は
色
-
阜
の
理
由
が
車
中
げ
ら
れ
て
は
居
る
け
れ
げ
と
も
(
品
一
六
)
、
主
Z
し

τ

は
課
税
技
術
上
で
、
之
が
無
形
所
得
を
精
密
に
見
積
る
-
-
Z
困
難
に
、
之
が
取
締
も
六
っ
か
し
い
ご
い
ふ
に
あ
る

(
主
七
)
。
叉
其
は
人
々
の
問
に
或
人
は
之
を
自
ら
の
物
ピ
し
て
持
も
、
他
の
人
は
之
を
借
り
物
ご
し
て
持
つ
芭

γ

ふ
一
ご
」
な
く
・
皆
な
何
ほ
ど
か
を
省
も
、
北
(
度
合
も
大
館
、
他

ω所
得
の
大
き
に
準
守
る
の
で
、
之
を
計
算
の
外

に
置
〈
も
左
ま
で
著
し
い
不
公
卒
を
生
じ
な
い
正
い
ふ
こ
ご
も
一

ω理
自
記
し
て
附
加
へ
ら
れ
る
(
詰
一
入
)
O

蕗
が

白
布
家
屋

ω住
居
家
賃
を
多
〈
の
税
法
が
所
得
ご
し
て
見
積
る
の
は
、
此
は
一
の
無
形
の
所
得

εし
て
其
人
に
入

り
つ
つ
あ
る
ご
も
見
ら
る
る
の
み
で
な
〈
.
此
佳
屋
に
つ
い
て
は
一
般
の
人
々
の
聞
に
所
得
事
情
E
猫
立
し
て
、

他
の
稀
々
の
事
情
hr
ら
或
は
白
有
家
屋
に
住
ひ
、
或
は
借
家
に
住
う
こ

t
t
な
る
ご
い
よ
事
が
あ
る
。
所
得
大
な

論

設

財
産
よ
り
生
ず
る
無
形
所
得
の
鶴
松

第
二
十
七
番

円
六
七

第
四
貌



論

叢
バ
財
産
よ
り
生
ず
る
無
形
所
得
。
諜
酷

第
二
十
b
巻

第
四
抗

四
六

λ

る
人
に
し
て
借
家
に
住
う
が
あ
b
、
所
得

ω小
な
人
に
し
て
自
有
家
屋
に
住
う
が
あ
h
、
略
ぽ
同
一
額
所
得
の
人

で
も
或
も
の
は
白
有
家
屋
に
住
し
、
他
の
も
の
は
借
家
に
位
し
て
居
h
J
、
を
し
て
他
の
所
得
は
同
一
で
も
此
住
居

の
自
分

ωか
伯
・
家
で
ゐ
る
か
に
よ
b
て
、
給
付
能
力
が
一
様
で
な
い
。
即
も
自
有
家
屋
に
佐
う
人
は
借
家
に
佳
う

人
の
支
出
す
べ
き
も
の
を
支
出
せ
中
し
て
務
み
得
る
ご
い
ふ
貼
か
ら
し
て
も
、
確
か
じ
彼
等
の
聞
に
自
有
家
屋
住

居
者
の
家
賃
に
け
を
考
慮
し
な
〈
て
は
負
猪
の
不
均
衡
を
戒
す
ご
見
る
べ
き
も
の
が
ゐ
る
か
ら
に
も
因
る
の
で
あ

る
(
註
一
九
)
。

(
醤
-
回
)

ベ
ラ
ア
エ
ル
デ
ス
は
、
其
上
自
困
難
は
、
慾
盟
充
足
が
新
し
〈
八
り
高
る
財
に
よ
り
て
止

F
る
の
hm
て
な
〈
、
低
に
其
所
布
に
嵐
す
る

叫

射
に
よ
り
て
生
ず
る
の
事
情
か
ら
起
る
と
掃
し
、
以
て
此
鮎
を
暗
示
し
て
居
。
。

(
E
-
五
)

ア
イ
ス
テ
シ
グ
は
、
白
川
家
屋
白
住
居
の
賃
貸
倒
栴
が
所
得
に
属
す
と
縞

L
、
ハ
ン
タ
ー
も
、
向
有
議
屈
に
佑
寸
る
人
世
貨
幣
前
得
。

妨
め
に
其
家
い
胞
を
貸
貸
す
る
人
と
同
し
だ
け
、
其
か
ら
枚
入
量
県

-rる
の
だ
と
錦
し
、
グ
エ
ン
セ
ン
も
、
自
己
の
家
島
に
律
す
る
家
族
は
、
同
轄

の
家
島
に
抑
は
る
べ
き
家
賃
由
民
に
於
て

mm制
帽
を
受

t
と
錦
ナ
。
其
他
、
ロ
ッ
ッ
、
ペ
ラ
フ
エ
ル
デ
λ

、
毛
ル
待
、
賞
際
立
法
部
陪
ん

E
到
る
盛

に
之
を
所
得
に
計
算
す
る
こ
と
を
事
げ
、
そ
し
て
ピ
グ
ー
は
、
之
に
つ
き
衣
り
や
う
に
説
明
し
て
居
る
@
回
〈
、
貨
際
生
前
で
は
、
家
日
且
の
占
有

者
た
る
持
主
が
共
家
屈
か
ら
得
る
庇
白
勤
務
(
家
賃
」
を
別
ξ
し
で
は
、
異
質
。
所
得
で
あ
っ
て
貨
幣
的
勘
定
を
有
ワ
部
分
だ
け
が
、
所
得
と
し
て

計
算
さ
れ
侍
る
こ
と
が
一
般
に
支
持
せ
ら
れ
る
。
か
〈
て
牧
枇
官
位
民
賀
白
所
得
。
或
川
市
山
も
白
を
差
別
的
に
有
利
と
す
る
や
う
に
な
る
a

其
は

叫
が
之
を
布
躍
す
る
錦
め
で
位
な
〈
て
、
之
を
救
掛
し
待
白
島
ら
で
あ
る
。
共
れ
て
彼
仕
、
車
晶
で
舟
山
持
主
出
之
を
自
用
に
供
し
た
止
き
に
は
直

接
に
共
か
ら
受
〈
る
剥
盆

E
忘
却
し
、
噛
だ
人
が
貨
怖
を
捕
っ
て
賃
借
し
た
と
き
に
、
間
接
に
其
か
ら
得
る
所
持
だ
け
主
計
算
す
る
こ
と
と
な
る

止
町
間
ほ
、
賞
際
・
謂
逸
。
一
九
二
五
年
誌
に
て
は
自
有
家
居
の
住
居
利
用
、
報
に
秘
揖
義
務
者
に
告
部
又
は
一
部
、
知
償
に
て
番
か
さ
れ
た
る

Bela Foldes， a. a. O. S. 30 
Fuisting. a. a. O. S. 112. Hunter. 1. c. p・301. Jensell，. 1. c. P・349
Lotz. a. a. O. S. 448. Bela Foldes. a. a. O. S. 370. B. Moll. Probleme 

der Fw. S. 148-149・Pigou.1. c. p. 98.刺殺研究、六経 9ト 92.

20) 

21) 



住
昼
白
利
用
が
、
賃
貸
所
得
と
同
轄
に
扱
は
れ
、
英
闘
で
は
特
別
白
調
定
は
な
い
が
、
家
屋
白
既
得
仕
凡
ぺ
て
占
有
者
に
つ

9
課
す
る
こ
と
と
な

っ
て
居
る
か
ら
・
白
布
家
民
曲
家
賃
も
自
ら
持
主
帥
ち
占
有
者
に
て
認
せ
ら
る
る
こ
と
と
な
る
叫

(註
-
-
A
)

右
ル
位
、
之
が
回
申
誌
上
由
迎
山
と

L
τ
従
車
場
げ
ら
れ
た
も
の
を
刑
増
し
、
り
此
が
財
に
非
ず
と
い
ふ
己
主
、
幻
之
を
課
す
る
と
、
共

物
共
身
世
民
一

T
た
る
防
相
柑
丹
誠
一

T
、
二
重
誠
一
括
に
な
る
か
ら
避
け
よ
と
い
ふ
こ
と
、
川
此
が
些
細
な
も
の
だ
か
ら
見
逃
し
て
も
具
い
と
い
ふ

)
 

ζ

去
、
川
町
之
を
課
す
る
回
目
技
術
上
、
面
倒
だ
と
い
ふ
と
え

5
此
が
大
盤
、
他
山
所
得
と
均
街
を
取
っ
て
居
る
か
ら
見
逃
し
て
可
と
い
ふ
と

k

納
付

J

、

と
し
て
居
る
。
此
中
、
調
白
三
白
も
自
は
倒
値
h

弘
幸
誼
で
あ
り
‘
後
白
エ
の
も
の
が
考
慮
の
値
あ

9
k
ず
る
。

(
能
戸
七
)

宅
ル
が
之
を
柑
抑
し
て
岡
崎
る
。
制
降
、
之
と
嗣
聯
し
司
セ
リ
グ
マ
シ
は
、
租
税
白
目
的
。
矯
め
に
は
、
所
得
は
一
般
に
は
貨
幣
所
得
を

〉

意
味
し
、
著
し
き
も
の
て

E
つ
容
易
に
計
算
す
べ
奇
心
瑚
的
所
得
を
機
官
的
に
合
む
も
由
と
い
ふ
べ
き
だ
と
錦
士
V

(陸

-
A
)

リ
シ

r
I
ル
は
、
此
に
不
動
産
と
助
産
品
』
由
同
に
異
る
も
の
が
あ
る
。
不
動
産
所
有
者
は
今
日
由
枇
曾
に
て
は
噛
φ
般
の
み
で
あ
り
、

之
に
酎

L
多
般
人
は
平
副
産
山
U

利
用
に
討
し
賃
貸
料
を
抑
ふ
。
だ
か
ら
此
貨
物
所
得
白
倒
値
は
通
例
、
貨
僻
叫
問
得
と
し
て
現
は
れ
、
陥
っ
て
不
馴

鹿
町
宥
者
白

b
，
A
白
山
位
居
、
叉
は
自
由
一
陣
凶
等
の
刺
用
制
盆
圭
受
〈
る
其
他
の
者
が
、
之
が
鵠
め
に
標
軸
せ
ら
る
る
の
は
単
拡
で
あ
る
。
併

し
動
産
は
之
と
興
る
。
第
一
に
其
持
蹴
卿
も
姐
〈
、
随
っ
て
年
々
の
之
が
羽
川
刑
盛
は
前
者
に
比

L
柑
劃
的
に
小
て
あ
り
、
第
二
に
、
筒
人
的
問

に
此
が
均
等
に
分
配
さ
れ
、
各
人
は
或
度
の
動
障
を
有
ち
司
書
〈
阻
仲
叫
が
貨
幣
所
得
と
均
栂
に
あ
る
。
之
を
貨
物
所
得
に
計
算
巴
ず
る
こ
と
が
、
謀

続
上
特
に
考
慮
さ
れ
た
〈
て
は
な
ら
向
ほ

r、
そ
ん
な
に
は
、
各
人
的
究
帯
所
得
に
現
は
れ
た
る
給
付
能
力
的
聞
の
蜘
俸
を
樋
川
氏
し
な
い
と
い

ふ
。
尚
ほ
拙
文
参
照
明

(
註
一
丸
)

モ
ル
は
、
若
も
人
出
個
々
自
省
家
賠
に
住
し
得
、
其
れ
だ
け
貨
幣
支
出
を
師
し
て
居
る
島
に
相
官
白
銅
を
平
曜
に
置
か
な
い
と
き
に

は
、
結
済
的
給
付
抽
力
の
金
〈
謀
り
た
る
光
景
を
是
す
る
で
あ
ら
一
ヲ
と
い
ひ
、
ジ
エ
ン
セ
ン
も
、
借
家
に
住
す
る
人
目
勉
め
に
は
、
家
賃
位
人
的

消
費
だ
か
ら
し
て
控
陣
さ
れ
な
い
。
ニ
入
者
世
同
一
由
某
礎
自
上
に
置
〈
錫
め
に
は
、
家
賃
が
自
有
家
屈
に
住
す
る
人
白
他
の
印
刷
特
に
加
へ
ら
れ

な
〈
て
は
な
ら
ぬ
と
い
ふ
叫

諭

叢

財
産
よ
り
止
ず
る
無
形
所
得
白
鶴
積

第
三
十
七
巷

四
六
九

第
四
輪
引
い
円

Derselbe， Fw. S リ

E
5

E

2

Q

J

 
C
4
 

Q

U

2

G

J

 

S

F

笹

帥

ι中山

m

L

究

r

'

F

 

G

叩
釧

略

伊

制

u

l

・

生

e
3

L
M

広

5
n

E
Z

回

一

1
5
0
8
2
 

5
5
2
 

刊
1
・1
I
2

3
C
5
5
5
 

3

-

l
L
O
O
O
 

O
R
h
a
L
 

a
由

a
a
a

L
n
』.，

Z
3
1
1
1
 

:
ぬ
叫
叫
山

市
川

1
M
M
・由

叫
伊
且
比
ド
山

22) 

部
副
田



議

財
庄
よ
り
生
ず
る
無
形
所
得
白
諌
稔

第
二
十
七
魯

四

第
四
拙

論
的
増
加
債
低

1
l訪
の
財
産
の
晴
僚
は
本
来
は
一
の
所
得
ご
し
て
計
算
ず
ぺ
〈
、
其
は
筒
人
た
る
さ
法
人

幻

た
る
ご
、
修
業
者
北
畠
正
非
凪
官
業
者
た
る

Z
に
論
な
〈
、
然
か
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
唯
ガ
質
際
其
が
法
人
の
場

合
(
さ
ズ
U
)

、
又
は
筒
人
で
も
修
業
者
の
場
合
(
誌
ニ
一
)
に
は
行
は
れ
易
く
、
叉
一
郎
賞
際
行
は
れ

τも
居
る
が
、
到

四
七

O

底
、
非
替
業
の
街
人
に
T
は
行
は
れ
難
い
(
出
ニ
ニ
)ω

其
場
合
の
名
義
上
の
増
衡
を
所
得
ご
す
ゐ
こ
Z
は
普
通
人
の

考
古
は
少
〈
手
も
今
日
で
は
一
致

L
な
い
。
此
非
替
業
筒
人
に
あ
り
て
も
其
が
頁
却
古
れ
換
賞
さ
れ
て
利
得
が
現

質
ご
な
っ
た
ご
き
に
は
、

一
時
的
所
得
記
し
て
課
税
し
て
然
る
べ
き
も
の
で
は
ゐ
る
が
、
此
れ
さ
へ
も
彼
に
つ
き

課
税
を
有
放
に
行
ム
ニ
ピ
が
六
っ
か
し
〈
、
其
骨
岬
め
日
英
な
ど
に
て
は
見
逃
し
て
居
る
ほ

rで
ゐ
h
(龍一一=一)、畑捌

逸
は
之
を
柿
へ
ゃ
う
ピ
し
て
昂
る
が
、
共
も
絶
劉
的
で
な
〈
保
件
的
で
あ
h
、
陥
っ
て
之
に
謝
す
る
非
難
も
生
じ

得
る
(
さ
ロ
凹
)
G

法
人
の
場
合
、
管
業
者
の
場
令
に
て
も
、
現
賞
に
財
を
責
却
し

τ利
得
守
政
め
た
の
は
凡
ぺ
て
所

得
ピ
し
て
差
支
は
な
い
が
、
車
な
る
自
然
増
傾
ご
し
て
帳
簿
上
に
存
す
る
利
得
に
至
つ
て
は
、
殿
正
に
い
ふ
正
、

之
を
所
得
ご
し

τ課
税
す
る
は
勉
険
な
b
Z
も
考
へ
ら
る
る
径
二
五
)
O

北
(
も
ま

r勤
的
の
物
で
あ
h
且
つ
換
貨
易

の
も
の
で
あ
れ
ば
、

い
r
d

ご
い
へ
ば
之
を
市
場
に
頁
ち
て
殺
を
納
め
ら
れ
る
か
ら
良
レ
ご
も
い
へ
る
が
、
不
動
に

し
て
換
貨
難
的
り
物
に
て
は
践
躍
す
ぺ
き
も
の
が
ゐ
る
a

此
が
理
論
上
、
全
〈
所
得
に
あ
ら
す
ご
い
ふ
の
は
(
註
二
穴
)

嘗
ら
ぬ
り
れ
ど
も
、
而
か
も
賞
際
に
は
所
得
こ
せ
泊
方
が
む
し
み
課
税
に
つ
い
て
は
過
賞
で
あ
り
、
組
制
泡
誌
が
此

に
つ
き
一
部
の
制
限
を
附
り
た
の
は
理
由
ゐ
る
こ
ど
で
ゐ
る
(
匙
ニ
七
)
O

要
す
る
に
此
増
刷
恨
の
所
得
税
の
所
得
正
し

B. Moll， a. a. O. S. 149. Jensen， 1. c. p. 353. 
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て
の
取
扱
は
理
論
ピ
質
際
ご
の
一
致
難
な
も
の
で
ゐ
る
。
メ
柑
営
業
者
ご
非
管
業
者
正
で
取
扱
の
多
少
回
調
る
の
も
此

場
合
に
は
巳
む
を
得
両
ご
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
(
詰

=
5
0

(
駐
ニ
ロ
)
政
一
行
政
裁
判
例
に
、
法
人
心
肘
声
倒
柿
白
布
加
広
よ
り
て
生
ず
る
差
盆
位
、
其
益
金
山
一
部
を
構
成
す
る
も
?
と
あ
る
(
大
正
九
年
件

十
二
説
、
十
一
年
十
二
月
二
十
三
日
第
一
=
部
宜
告
)
)
。

P
オ
ン
に
依
る
と
‘
燭
訟
に
て
も
帝
闘
財
務
裁
判
所
白
、
一
九
二
一
年
白
所
得
税
に
附
す

る
一
九
二
三
当
白
州
決
に
て
、
向
人
目
視
設
は
シ
ャ
ン
ツ
由
所
作
且
解
に
迎
臨
す
主
犯
し
、
印
ち
其
所
得
は
財
産
哨
倒
に
詳
し
ξ
局
し
た
ω
併
し

今
日
、
一
九
二
五
年
訟
に
て
は
之
に
ワ
奇
書
h
y
シ
ャ
ン
ツ
見
解
と
離
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
け
れ

r一
也
、
柑
唯
定
、
融
認
を
有
ワ
前
人
、
鮮
に
抄
〈

と
も
法
人
桁
あ
る
瞥
刺
曾
祉
に
ワ
い
て
は
V

ヤ
ン
ヅ
且
解
を
維
持
し
た
と
い
ふ
こ
主
だ
酌

(
陸
一
一
目
)
壱
ル
仕
、
到
る
蕗
に
、
商
人
的
徳
間
白
行
は
る
る
蕗
に
て
は
、
財
屈
倒
値
白
哨
減
が
幸
雌
き
る
る
と
伺
し
、
世
際
、
制
地
内
所
持
秘
て

ぽ
農
林
業
、
管
業

A
樹
立
職
業
に
て
は
‘
租
枕
州
問
白
初
め
の
地
位
に
封

L
、
共
棒
に
於
け
る
庫
物
、
商
品
、
貯
磁
品
、
停
業
川
山
砲
物

A
附
踊

物
、
及
動
的
同
定
資
本
{
比
巾
に
土
地
出
品
川
れ
て
川
る
こ
と
が
拙
誌
を
更
す
)
の
榊
備
を
加
で
其
減
倒
を
引
去
り
て
唱
枚
入
山
支
山
を
超
過
す

る
も
の
、
品
即
ち
利
相
官
を
所
得
と
し
て
居
る
叩

(
陸
ニ
-
乙
ピ
グ

H
、
人
出
或
肘
出
物
雌
(
家
M

臣
、
臨
目
玉
山
以
師
、
域
合
祉
の
株
)
を
賀
ひ
共
倒
値
出
時
年
白
聞
に
宜
制
胎
賞
し
た
と
す
れ
ば
、
此

柑
倒
が
岬
符
と
し
て
計
算
さ
る
4

き
か
又
は
財
産
品
哨
加
と
し
て
計
算
さ
る
べ
き
か
。
此
鵬
武
財
産
が
保
持
さ
る
る
ξ
告
に
此
が
市
場
に
斑
却
し

H

つ
現
金
に
て
利
益
の
得
ら
れ
た
昨
と
同
一
方
法
に
て
以
放
は
る
イ
島
中
。
何
人
も
民
而
白
に
此
が
現
金
北
さ
れ
古
る
と
き
に
之
を
所
持
と
計
算
す

る
と
と
を
提
案
し
な
い
て
あ
ら
う
と

v
p
、
モ
ル
も
挽
貸
さ
れ
ざ
る
倒
防
相
上
舵
は
肺
明
記
紙
上
に
存
す
る
の
み
で
、
随
っ
て
容
易
に
消
滅
し
得
る

と
い
ふ
こ
と
あ
り
と
錯
す
僻

(
肱
ニ
=
一
)
ペ
ラ
フ
エ
ル
ダ
ス
は
、
個
令
永
い
問
、
腿
昨
に
扱
は
れ
た
け
れ

E
も
、
倒
値
鵬
貨
の
利
益
叉
は
下
務
の
損
失
が
事
抗
上
換
党
さ
る
る
だ

け
で
は
、
此
が
常
該
年
内
所
持
山
雌
正
に
際

L
計
算
さ
る
べ
き
こ
と
由
開
解
が
生
じ
た
と
錦

L

ピ
グ
ー
は
、
財
産
が
挽
貨
さ
れ
た
と
き
に
も
、

理
論
ょ
に
は
所
得
と
さ
る
べ
き
だ
が
、
行
政
上
白
考
慮
出
、
此
が
馳
業
向
。
商
人
山
場
合
白
外
位
、
立
を
計
算
の
件
に
世
{
こ
と
を
儲
能
た
〈
き

諭

司監

則
注
よ
り
虫
ず
る
ん
叫
円
形
所
得
の
謀
説

第
二
十
七
巻

銘
凹
就

ミ罰

四
.t; 
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論

韓

財
産
よ
り
生

f
る
無
形
既
得
の
課
枯

占，、

第
二
十
士
容

第
四
韓

同
士

れ
る
み
』
鵠

L
、
品

1

4
ル
ヒ
も
、
特
に
物
値
目
非
管
業
師
由
貿
却
よ
り
白
利
得
を
課
す
る
と
と
は
費
際
に
は
暗
ん

E
行
は
る
る
を
得
由
。
且
つ
財
政

上
可
な

p
重
製
な
き
も
白
た
る
を
示
し
た
と
い
ふ
。
尚
之
に
ワ
告
て
は
拙
文
品
世
間
。
共
他
、
我
行
政
剣
例
中
に
も
、
未
設
取
直
を
管
業
と
し
て
鵠

す
の
で
な
〈
、
車
に
見
拙
取
引

ω結
果
、
引
削
っ
た
現
物
を
盛
分
守
る
に
和
る
と
き
は
、
之
に
よ
り
個
々
、
縦
陣
的
に
所
得
を
持
た
る
事
賞
あ
る

も
、
替
刺
の
事
業
に
屈
せ
ざ
る
一
時
の
所
得
に
該
話
す
る
&
あ
る
A
凶
十
二
年
第
五
十

λ
郵
、
四
十
四
年
四
月
二
十
六
日
第
一
二
部
宣
告
)
。

調
誕
-
九
二

O
年
法
に
て
は
、
一
時
的
白
斑
却
行
持
よ
り
由
利
盆
に
課
粧
し
た
が
、
其
れ
で
も
、
世
用
財
産
に
属
す
る
物
の
斑
却
刺
盆

仕
初
め
よ
リ
韓
両
嵐
山
考
た
か
り
し
だ
け
で
は
、
相
枕
誕
務
な
し
ω
土
地
に
つ
J
V
て
も
昨
故
掛
物
組
に
闘
し
な
い
V

だ
け
で
同
開
じ
ど
あ
る
。
自
立
地
が

(
位
二
回
)

碑
抵
の
目
的
自
錦
的
又
は
最
近
十
年
内
に
、
又
は
一
九
一
四
年
四
月
-
日
以
降
に
得
b
れ
た
と
え
曹
は
投
機
斑
却
主
見
倣
す
と
い
ふ
の
で
あ
っ
た

が
、
一
九
二
五
年
法
に
て
は
槽
骨
的
投
機
利
盆
広
も
鵡
粧
す
る
ζ

と
ゐ
な
切
、
其
投
槽
を
目
的
を
し
た
か
否
丸
山
を
外
時
楳
申
か
ら
匝
別

L
、
買
k

覧
と
の
聞
に
、
土
地

ιあ
り
て
は
二
年
以
内
、
共
他
山
物
、
特
に
有
償
詮
葬
に
あ
り
て
は
三
月
以
内
心
期
間
又
は
買
約
同
前
正
宜
的
自
躍
る
事

を
椋
申
と
す
。
但
し
前
町
場
合
に
は
義
務
者
に
扶
植
の
考
の
な
か
ワ
た
こ
と
の
反
詮
を
許
す
。
且
ワ
此
取
引
か
ら
租
暗
期
間
内
正
得
ら
れ
た
所
得

が
一
千
馬
克
以
下
?
と
き
に
は
兎
粧
し
、
財
産
枯
義
務
な
き
物
世
に
つ
い
て
旧
軍
買
行
詰
も
問
題
外
に
置
〈
と
い
ふ
の
で
あ
る
d

之
に
謝

L
ロ
ッ
ツ
は
、
所
得
枕
出
所
得
な
る
と
否
止
が
、
私
人
の
考
に
か
与
る
と
と
白
越
〈
.
へ
か
ら
ざ
る
が
如
き
も
自
で
あ
っ
て
は
な
ら
ぬ
と

錯
し
、
シ
ャ
ン
ツ
も
、
景
鋭
利
得
出
利
得
者
の
考
に
い
叫
り
て
或
は
鶴
枯
ず
べ
き
も
白
と
な
り
、
或
は
兎
秘
書
る
べ
き
も
白
と
な
り
・
或
は
所
作
'
と

な
り
或
は
財
産
と
な
る
白
は
奇
怪
だ
と
い
ふ
て
居
る
岨

(
健
二
五
)

そ
ル
位
、
闘
い
瞥
謀
者
は
、
挽
貸
さ
れ

f
る
利
得
を
既
に
硝
な
も
の
と
見
る
乙
と
に
時
踏
す
る
と
い
ふ
て
居
る

J
V

そ
し
て
来
闘
に
て
も
、
財
産
白
書
備
に
蹄
ナ
る
蹄
自
主
財
産
自
倒
値
に
於
け
る
岨
簿
上
目
指
加
は
所
得
是
主
れ
ぬ
と
い
ふ
こ
&
弘

フ
イ
ヌ
テ
シ
グ
は
、
良
識
ょ
の
土
地
又
は
冶
家
討
、
金
値
と
し
て
叉
は
各
部
に
於
て
市
場
の
勘
摘
に
よ
り
て
或
同
前
倒
と
な
り
或
位
低

伺
・
と
な
る
中
は
牧
盆

A
所
得
に
は
闘
係
な
し
と
儲
す
叫

(
位
ニ
七
)
前
註
ニ
ゴ
静
相
。

(
健
二
六
)

(
陸
ニ

A
)

レ
キ
ン
ツ
は
、
偶
耕
の
昔
前
棋
刺
得
が
法
人
よ
り
得
ら
る
ゐ
か
否
か
に
よ
り
異
ヲ
て
抵
は
る
誌
の
は
奇
怪
だ
と
い
ふ
封
、
リ
オ
シ
は
、
金

、

:s，ela Fo1des. a. a. O. S. 37q. PigOlI， 1. c. p. 100. EheberιGrundriss 
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所
得
由
鑓
品
自
怠
議
を
、
商
人
の
封
蹄
韮
的
所
得
の
憲
議
と
比
較
し
縛
る
宇
は
問
題
だ
と
錯
す
同

D
無
所
得
l

B
の
場
合
が
ゐ

h
得
る
。
此
に
も
夏
に
こ
の
場
合
が
あ
る
o

r
、い

不
利
用
且
つ
不
埼
舗
の
場
合
ー
ー
で
あ
っ

τ、
持
主
が
其
財
産
を
持
っ
て
居
る
の
み
で
、
他
人
に
貸
し
も

せ
す
、
自
ら
使
ひ
も
せ
争
、
而
か
も
美
か
ら
増
慣
も
生

ιな
か
っ
た
古
い
ふ
場
合
で
あ
る
。
此
ご
き
に
は
会
(
何

t主、

の
形
の
所
得
も
な
い
か
ら
‘
所
得
枕
の
課
し
ゃ
う
が
な
い
。
共
に
給
付
能
カ
が
生
じ
た
E
は
認
め
ら
れ
旧
制
か
ら
、

目
白
卒
課
税
の
見
地
か
ら
は
課
す
べ
き
も
の
で
は
な
い
。
併
し
経
済
政
策
及
枇
舎
政
策
の
見
地
か
ら

ν
ふ

z・
折
角

の
物
を
使
は
泊
ご
い
ふ
こ
正
は
不
祁
令

r
z
Lな
り
れ
ば
な
ら
凶
。
此
見
地
か
ら
持
主
に
反
省
を
促
が
す
怨
め
に

課
税
す
る
ぜ
い
ふ
こ
芭
は
租
税
の
ぬ
盆
目
的
か
ら
し
て
は
認
め
ら
れ
る
。
問
地
税
な
ど
ご
岡
趣
旨
に
出
づ
る
o

郎

も
或
財
産
の
普
通
の
航
路
に
於
て
生
宇
べ
旨
最
低
限
の
所
得
を
評
定
し
て
持
主
に
課
税
す
る
こ
E
は
出
来
る
。

れ
ど
も
之
を
凡
べ
て
の
財
産
に
つ
い
て
行
ふ
の
は
質
際
技
術
上
六
っ
か
し
い
。
で
例
之
、
土
地
E
い
ふ
が
如
き
も

の
に
限
り
て
行
ふ
ピ
い
ふ

ωな
ら
ば
技
術
上
も
出
来
る

L
、
生
産
R
A
枇
曾
政
策
上
か
ら
も
理
由
ゐ
る
こ

E

E
な

る。

hw無
償
貸
奥
の
場
合

l
l人
が
其
持
つ
物
を
無
償
に
て
他
人
に
貸
奥
す
る
ご
き
に
も
所
得
は
有
形
的
に
は
な

い
。
併
し
葉
賞
、
丸
信
〈
の
無
所
得
で
は
な
〈
.
他
人
の
好
成
.
好
意
正
い
ふ
や
う
な
無
形
の
所
得
を
牧
め
て
居
る

芭
も
見
ら
れ
る
o

又
別
の
見
地
か
p
b

い
ふ
Z
其
は
一
の
賂
奥
で
あ
る
o

英
物
の
賃
料
に
賞
る

rり
の
金
銭
を
贈
奥

歯

財
産
よ
り
生
ず
る
無
形
所
持
の
課
睡

七

設

第
一
一
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七
巻

四
七
三
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論

議

λ 

財
産
よ
り
生
ず
る
無
形
所
得
白
甑
秘

第
二
十
七
巻

四
七
回

第
四
説

L
、
其
金
銭
に
て
受
贈
者
を
し
て
他
人
か
ら
同
等
の
物
を
借
入
れ

L
む
る
こ

Z
を
得
る
o

そ
し
て
軍
な
る
贈
典
に

は
熔
奥
者
の
所
得
計
算
上
に
何
等
の
宥
怒
を
行
は
ぬ
ご
す
る

Z
(き
?
と
、
之
E
の
均
衡
上
、
持
動
の
賃
料
に
嘗
る

き
う
で
な
い
正
、
他
人
に
無
料
に
貸
し
た
ご
い
ふ

も
の
げ
い
け
は
貸
奥
4
4
の
所
得
じ
加
算
し
て
も
良
い
筈
で
め
る
。

名
義
を
仮
b
て
遁
肢
を
計
ら
し

U
る
間
際
を
作
る
こ
ピ
に
も
な
る
。
主
(
も
凡
べ
て
の
物
じ
つ
い
て
行
ム
Z
い
ム
こ

ご
は
出
来
ぬ
に
せ
よ
、
土
地
家
屋
に
関
す
る
花
け
で
は
技
術
上
も
捕
捉
し
得
る
か
ら
行
っ
た
ら
良
か
ら
う
ご
恩

ふ
。
或
は
漣
脱
を
防
「
上
か
ら
も
、
そ

L
て
所
得
の
性
質
、
並
に
給
付
能
力
の
見
地
か
ら
し
て
も
、
無
料
借
受
岩

の
臓
で
弘
一
賃
料

r
uの
所
得
を
附
加
し
て
も
良
い
(
詰
一
二
O
)
。
斯
〈
て
双
方
に
て
所
得
己
計
算
し
て
も
良
い
が
、
何

れ
か
一
方
の
み
を
選
む
古
す
れ
ば
、
枚
枕
政
策
上
は
貸
山
持
者
の
方
に
て
捕
捉
す
る
方
が
勝
る
。
遁
例
比
較
的
一
厨

大
所
得
者
で
ゐ
h
得
る
か
ら
で
あ
る
。
若
も
受
贈
者
の
方
で
掴
む
こ

E
E
な
る
正
、
大
所
得
岩
が
某
所
得
を
分
散

し
て
高
き
累
進
率
の
適
用
を
苑
る
る
の
手
段
ご
し
て
利
用
す
る
m
M
E
Z
な
る
。

{
陸
ニ
九
)

比
は
何
蕗
に
も
さ
う
で
あ
る
が
、
ジ
エ

y
t
ン
も
、
贈
典
は
胸
奥
者
自
費
本
C
減
少
と
見
b
る
る
。
併
し
其
丈
け
其
課
税
す
4

き
所
得

〉殖

を
減
少
す
る
と
と
は
許
き
れ
な
い
是
い
ふ
て
居
る
。

(
位
三

O
)

ベ
ヲ
フ
エ
ル
ヂ
ス
目
、
第
三
者
か
ら
典
へ
ら
る
h

無
償
の
給
付
は
所
得
に
計
算
せ
ら
る
在
錯
し
、
揃
語
法
に
て
も
品
中
部
又
は
一
部
無
償

に
て
委
ね
ら
れ
た
る
(
或
場
蕗
庭
闘
を
合
h
m
)

住
肘
の
刺
用
倒
値
が
所
得
と
せ
ら
る
る
。
仰
前
註
一
五
、
及
拙
丈
品
世
間
同
日

尤
も
反
割
論
は
あ
る
。
例
之
、
ゾ
孟

ν
セ
シ
は
、
帽
物
は
墨
贈
者
。
資
本
の
附
加
価
聞
と
見
ら
る
ベ
{
、
依
田
関
税
ざ
る
べ
き
所
得
の
靖
加
止
は

的

見
ら
れ
ず
と
錦
L
、
来
制
法
に
て
も
此
出
所
持
と
し
て
は
尭
ぜ
ら
れ
て
居
る

G

Jen首en，1. c. p. 3$0 
Bela Fbldes， a. a. O. S. 370.梢帯、私稔研究、六巻 89.93""94 
Jensen. 1. c・p.350. HOlmes， 1. c. p. 502. 
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E
特
殊
の
場
合
ー
ー
が
あ
る
o

其
は
A
の
貨
幣
賃
料
又
は
B
の
貨
物
質
料
に
就
き
て
、

D
の
ろ
の
其
を
加
味
し

て
、
一
般
普
通
の
標
準
よ
り
は
安
い
有
形
賃
料
に
て
貸
す
こ

E
で
ゐ
る
ο

此
場
合
に
は
質
際
仁
牧
め
ら
る
る
有
形

の
共
に
依
る
べ
き
で
は
な
(
.
其
安
い
に
け
を
補
充
し
て
、
市
場
標
準
だ
け
の
賃
料
を
牧
め
た
も
の
ご
し
て
貸
主

の
所
得
を
計
算
し
、
借
主
の
所
得
に
は
其
安
い
だ
け
の
差
額
を
所
得
ご
し
て
加
算
し
て
然
る
べ
き
で
あ
る
。
此
ニ

ご
も
に
行
ふ
か
、
比
中
の
一

rり
を
採
る
か
は
問
題
、
己
し

τ、
少
〈
ご
も
某
の
何
れ
か
一
方
、
そ
し
て
む
し
ろ
前

の
方
ω
h
z
採
る
こ
ご
が
糊
め
ら
る
る
o

然
ら

F
れ
ば
迩
般
の
設
を
関
〈
こ
E
じ
な
る
。

第
二
段

財
産
よ
り
生
ず
る
無
形
所
得
の
課
税

一
課
税

ω必
要
l
|前
段
い
よ
如
〈
財
産
か
ら
し
て
は
有
形
無
形
色
々
の
所
得
が
あ
ベ
此
等
に
均
等
に
課
税
す

べ
き
は
勿
論
、
会
(
の
無
所
得
の
場
合
に
苫
へ
も
課
税
す
ぺ
量
政
策
上
の
見
地
が
あ
る
o

然
る
に
今
日
我
所
得
税

の
規
定
百
件
共
蓮
周
か
ら
い
ふ

t
、
財
産
よ
h
の
所
得
ご
し
て
は
、
共
か
ら
律
十
る
有
形
所
得
の
み
を
見
て
課
税
し

て
居
る
。
随
ふ

τ課
税
す
べ
き
も
の
が
少
か
ら
中
議
さ
れ
て
居
品
。
英
れ
村
い
の
に
今
度
、
特
別
所
得
税
を
作
っ
て

既
存
の
所
得
税
を
補
完
せ
ん
己
し
、
盆
々
右
の
快
陥
を
増
長
す
る
ご
い
ふ

ωは
遺
憾
で
あ
る
。
折
角
の
此
際
に
於

て
所
得
税
の
所
得
の
範
囲
を
出
来
る
だ
り
鏑
張
し
て
此
弊
を
除
〈
の
が
、
目
公
卒
課
枕
の
見
地
か
ら
望
ま

L
き
の
み

で
な
〈
、
財
政
収
入
上
か
ら
も
、

一
部
は
経
済
及
枇
曾
政
策
上
か
ら
も
望
ま
し
い
。

論

盤

財
産
よ

n，
生
ず
る
鉱
形
所
得
由
課
税

第
ニ
十
七
巻

四
七
五

第
四
抗
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論

叢

財
産
よ
り

ιず
る
無
形
町
得
の
課
斡

第
二
十
七
巻

四
七
六

第
四
焼

O 

二
課
税
の
方
法

-

件
財
産
の
無
形
所
得
に
し
て
技
術
上
課
税
難
の
も
の
|
|
現
行
法
上
不
課
税
ご
な
っ
て
居
る
無
形
所
得
で
ゐ
っ

て
財
産
税
な
れ
ば
諌
枕
し
得
る
け
れ
ど
も
、
所
得
税
ご
し
て
は
技
術
上
課
税
し
惑
い
の
は
増
加
債
儲
ご
使
用
慣
値

主
で
あ
る
o
勿
論
所
得
税
じ
て
も
其
等
の
も
の
の
一
部
に
つ
い
て
は
課
税
し
得
品
。
現
仁
法
人
に
つ
い
て
は
増
加

国
慣
低
が
課
税
さ
れ

τ居
b
、
不
動
産
の
使
用
慣
値
の
如
き
は
現
に
は
課
税
し

τ居
ら
ぬ
が
、
課
税
L
や

3
Z
思
へ

ば
出
来
る
。
併
し
其
他
に
て
は
出
来
難
い
。

伺
技
術
上
課
税
し
侍
る
も
の

い
不
動
産
の
使
用
欄
値
ー
ー
は
、
持
主
自
身
の
使
用
に
溺
す
る
不
動
産
の
賃
貸
債
格
仁
嘗
る
も
の
を
・
他
の

有
形
所
得
ぜ
並
ん
で
諜
枕
す
る
ご
す
れ
ば
可
ぃ
。
共
は
物
値
も
表
現
的
で
あ

h
、
伺
値
の
評
定
も
普
通
標
準
に
よ

h
て
行
は
れ
得
る
。

ろ
不
動
産
の
不
利
用
で
無
所
得
の
場
合
|
|
不
動
産
正
い
ふ
て
も
此
に

τは
土
地
ご
限
る
べ
き
ど
が
、
共
を

自
ら
使
用
も
せ
十
他
人
を
し
て
使
用
せ
し
め
も
せ
ぬ
ご
き
に
も
、
之
が
利
用
を
促
進
す
る
錯
め
に
課
税

ω望
ま
し

き
事
は
上
に
い
ふ
通
り
で
あ
h
、
そ
し
て
共
は
前
の
い
に
準
じ

τ行
ひ
得
る
も
の
で
あ
る
。

は
不
動
産

ω無
償
叉
は
過
低
償
貸
奥
の
場
令
i
ー
に
も
持
主
に

τ凡
べ

τ普
通
標
準
の
賃
料
を
政
め
た
も
の

吉
見
倣
し
課
税
す
る
ニ
芭
は
出
来
得
る
こ
ぜ
で
あ
る
。
勿
論
此
場
合
に
も
叉
前
の
場
合
に
も
天
災
事
援
な

Y
一
に
因



b
例
外
的
に
見
守
べ
き
場
合
を
設
〈
る
・
』
ぜ
は
避
付
ら
れ
な
い
で
ゐ
ら
う
。

最古

論

以
上
要
之
、
所
得
税
の
所
得
正
し
て
課
税
す
べ
き
も
の
の
範
囲
の
決
定
は
六
っ
か
し
い
問
題
で
あ
る
が
、
現
行

税
法
に
於
て
之
に
つ
き
遺
漏
が
あ
る
こ

Z
は
見
港
し
で
は
な
ら
泊
。
然
る
に
今
度
共
に
附
帯
し
て
特
別
所
得
税
金

起
事
う
E
い
ふ
の
で
ゐ
る
が
、
其
れ
で
は
夫
の
遺
漏
を
補
充
す
る
こ
百
一
能
は
守
し
て
、
却
つ

E
増
長
す
る
こ
ご
に

な
る
o

特
に
共
は
不
動
産
に
閲
す
る
無
形
所
得
及
無
所
得
の
場
合
仁
著
し
き
侠
胞
が
め
っ
て
、
之
を
補
足
す
る
の

必
要
又
は
理
由
が
ゐ
骨
、
そ

L
て
之
が
方
法
も
別
に
存
す
る
の
だ
か
ら
、
此
探
せ
め
て
此
れ
を
採
用
す
る
や
う
仁

し
た
い
も
の

r
t思
ふ
。

論

議

財
産
よ
り
生
子
る
無
形
所
得
。
課
酷

第
二
十
七
巻

四
七
七

第
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